
張
直
紙
す
る
欝
欝
は
多
く
は
取
る
に
足
ら
ぬ
。
來
國
次
を

行
光
正
宗
の
師
ε
す
る
ご
正
宗
の
門
弟
ビ
す
る
溶
着
の
如

き
も
後
者
の
方
が
怪
し
い
ご
想
は
れ
る
。
鎌
倉
作
風
の
天

下
を
風
靡
し
た
径
路
ご
諸
芸
同
風
の
刀
工
に
耕
す
る
研
究

は
他
日
に
護
り
唯
論
究
の
↓
系
理
ご
し
て
こ
れ
だ
け
を
叢

に
附
加
へ
る
に
止
め
る
。

　
最
後
に
＝
爵
せ
ね
ば
な
ら
澱
の
は
…
鎌
倉
鍛
冶
、
特
亡
そ

の
初
期
の
諸
工
は
開
府
後
日
着
く
鎌
倉
・
自
身
が
政
治
交
化

の
中
心
ε
し
て
李
安
京
及
び
近
畿
地
方
か
ら
濁
慶
す
る
以

前
に
於
て
古
り
電
重
せ
ら
れ
ぬ
の
が
彼
等
に
不
利
盆
で
絡

に
そ
の
名
す
ら
も
忘
失
さ
る
、
に
至
っ
た
の
は
環
境
の
事

情
の
然
ら
し
め
る
所
8
し
て
怪
む
に
足
ら
澱
こ
ご
で
あ
る

→多ム

肚

民

の

生

禅
仙
　
（
再
び
）
（
上
）

一
1
画
面
宇
治
田
原
荘
f

文
學
士
　
中
　
村

直
　
勝

　
　
　
　
閏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
の
荘
民
に
就
い
て
の
考
察
を
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、

　
私
は
嘗
て
本
誌
第
八
窓
第
…
號
に
、
「
難
民
の
生
活
」
ご
　
　
鈍
重
な
私
に
は
幾
星
霜
が
瞬
く
間
に
遇
ぎ
去
っ
て
し
ま
つ

題
し
て
特
に
伊
賀
群
盗
田
荘
の
荘
民
に
就
い
て
記
述
し
た
　
　
た
そ
の
間
に
私
は
、
何
れ
の
荘
園
問
に
で
も
度
々
繰
返
さ

事
が
あ
っ
た
。
そ
の
ご
き
の
私
の
企
圃
は
郡
下
い
て
各
地
　
　
れ
て
起
つ
た
所
の
堺
相
論
の
事
に
生
し
て
少
し
く
更
料
を

　
　
　
第
十
ご
巷
　
　
研
　
究
　
　
叢
民
の
座
活
（
思
び
×
上
）
一
瓢
出
窓
泊
田
原
霊
i
　
　
　
　
　
　
　
　
第
扁
，
號
　
　
　
ご
三
　
　
（
二
・
三
）



　
　
　
第
二
悪
　
　
研
究

蒐
集
し
て
見
た
。
江
露
量
香
郡
の
大
浦
ご
菅
浦
、
同
じ
く

滋
賀
郡
の
葛
川
庄
と
伊
香
立
敵
、
山
城
宇
治
田
原
荘
ご
江

州
曾
束
庄
こ
の
間
に
あ
っ
た
そ
れ
の
如
き
，
そ
の
＝
一
で

あ
っ
て
、
何
れ
も
そ
れ
ぐ
特
異
の
由
來
と
事
情
ご
に
よ

り
て
惹
起
せ
ら
れ
た
い
け
に
、
特
異
の
象
相
を
示
し
、
帯

き
せ
澱
興
昧
が
湧
い
て
來
る
の
を
畳
ゆ
る
。
私
は
そ
れ
ら

の
中
で
、
材
料
の
纒
り
が
つ
い
た
ま
、
に
、
山
城
宇
治
田

原
荘
を
中
心
ざ
し
た
堺
相
論
に
つ
い
て
略
述
し
中
世
に
於

け
る
郡
民
生
活
の
一
斑
を
示
し
た
い
ε
思
ふ
。
そ
れ
に
つ

。
い
て
は
先
づ
、
宇
治
田
原
頭
の
成
立
・
組
織
等
の
如
き
、

荘
民
生
活
の
背
景
ε
な
る
も
の
を
一
通
り
槻
察
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
洛
南
宇
治
を
中
心
こ
し
だ
一
帯
の
地
は
、
王
朝
の
盛
期

以
來
藤
原
氏
一
族
の
別
荘
地
と
し
て
好
愛
せ
ら
れ
た
所
で

あ
る
。
御
堂
閣
白
鞘
長
が
建
立
し
た
木
幡
の
浮
妙
寺
、
宇

治
關
白
頼
廼
の
李
等
院
、
頼
道
の
女
で
後
冷
泉
院
の
皇
后

姦
畏
の
生
活
（
再
び
）
（
上
）
1
山
蛾
宇
治
田
原
荘
一

　
　
　
　
　
　
　
第
「
濁
　
　
　
ご
四
　
　
（
ご
四
）

に
な
っ
た
四
條
皇
太
后
宮
寛
子
の
宇
治
白
川
の
金
色
院

（
註
一
）
、
は
て
は
日
野
氏
の
縫
野
法
界
寺
は
何
れ
も
そ
の
別

業
又
は
別
業
を
捨
て
、
寺
院
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
榮
花

物
語
の
選
者
は
、
藤
氏
一
族
及
び
そ
の
出
自
な
る
后
妃
が

木
幡
山
に
葬
ら
る
、
事
の
多
い
の
に
氣
附
き
洛
南
ご
藤
氏

ご
の
間
に
あ
る
深
き
聯
繋
の
あ
る
を
思
は
し
め
る
で
あ
ら

う
。　

叢
に
記
さ
ん
ご
す
る
宇
治
田
原
荘
は
ま
た
そ
の
一
部
を

な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
勿
論
明
確
な
事
は
知
れ
な
い
け
れ

ざ
も
、
一
條
天
皇
の
頃
に
は
、
藤
氏
ご
の
間
に
四
三
が
あ

っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
宇
治
田
原
荘
は
現
今
は
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治
田
原
村
ε

言
は
る
、
所
で
あ
る
が
、
古
來
宇
治
田
原
越
又
は
暉
定
寺

越
こ
し
て
宇
治
よ
り
近
江
小
田
原
・
大
石
を
経
て
瀬
田
又

は
信
樂
地
方
に
越
え
た
交
釧
路
の
白
蜜
で
あ
り
、
李
安
京

以
前
の
古
道
ミ
し
て
天
日
槍
・
忍
熊
王
の
際
に
既
に
吏
上
に

そ
の
名
を
留
め
た
も
の
で
あ
る
（
二
）
。
こ
れ
山
間
僻
邑
の



別
乾
坤
が
罰
舎
に
早
く
か
ら
知
ら
れ
た
理
歯
で
あ
ら
う
。

　
註
埆
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
會
報
告
』
第
七
醗
所
牧
西
田
博
士
「
白
河

　
金
色
院
」
　
　
　
　
註
二
『
歴
史
馳
理
』
第
十
一
巷
第
二
號
三
浦
博
士
「
宵

　
．
道
の
研
究
」

　
　
　
　
三

　
宇
治
田
原
荘
の
中
心
を
な
す
べ
き
も
の
に
暉
定
寺
が
あ

る
。
正
し
く
は
自
問
補
陀
洛
山
窺
暑
妙
智
院
悪
意
寺
ご
言

ひ
、
も
ピ
天
台
宗
で
あ
っ
た
け
れ
こ
も
、
中
頃
改
宗
し
て

灘
宗
に
寒
し
て
居
る
Q
寺
傳
に
よ
る
ざ
、
本
寺
は
東
大
寺

権
別
當
李
崇
上
人
の
開
基
で
あ
っ
て
、
上
人
は
顯
密
倶
學

の
亘
匠
、
明
徳
知
行
清
純
の
高
徳
で
あ
り
、
常
に
阿
字
を

槻
じ
て
居
っ
た
の
で
、
毎
時
ロ
よ
り
金
色
の
光
を
放
つ
だ

然
る
に
東
大
寺
の
別
當
に
補
せ
ら
れ
て
俗
事
に
携
は
る
事

に
な
っ
て
以
來
、
そ
の
光
が
消
え
失
せ
た
の
で
、
乃
ち
別

當
を
僻
し
繊
悔
の
な
め
に
私
領
の
山
野
を
ト
画
し
て
堂
字

を
建
立
し
十
一
面
糊
音
像
を
安
澄
し
奉
っ
た
。
そ
れ
は
、

正
暦
二
年
の
事
で
あ
る
ε
す
る
（
鋭
匙
）
、
し
か
し
李
崇
が
東

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
究

賎
畏
の
血
活
（
再
び
）
（
上
）
1
肉
摺
宇
漁
…
田
原
荘
1

大
寺
構
別
當
に
補
せ
ら
れ
た
の
は
正
暦
五
年
七
月
二
＋
一

、
臼
の
事
で
、
僻
任
し
た
の
は
長
徳
四
年
十
二
月
の
事
で
あ

る
か
ら
（
註
四
）
、
そ
の
寺
泊
は
寺
門
ざ
し
て
、
年
代
上
の
錯

誤
の
如
き
は
縁
起
の
常
こ
し
て
許
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

鎌
倉
時
代
末
の
寓
ご
思
は
る
＼
灘
定
寺
門
來
記
に
は
、
正

暦
二
年
三
月
二
十
入
日
手
斧
始
を
行
ひ
、
長
徳
元
年
に
造

螢
の
功
縁
れ
り
と
す
る
の
を
、
先
づ
信
ず
べ
き
も
の
か
ご

思
ふ
。

　
か
く
し
て
長
保
三
年
四
月
入
臼
に
至
り
て
李
崇
は
田
畠

墾
田
杣
山
家
地
等
を
本
寺
に
施
罰
し
た
（
註
五
）
。
そ
の
施
入

管
今
な
ほ
本
寺
に
現
存
し
、
國
寳
に
指
定
せ
ら
れ
て
居
る
○

本
書
は
惜
む
ら
く
は
前
掌
を
敏
い
て
居
る
の
で
完
全
な
事

は
知
れ
な
い
け
れ
こ
も
、
綴
喜
郡
中
村
郷
、
久
世
郡
竹
淵

郷
に
あ
る
数
十
町
歩
の
土
地
、
並
び
に
綴
喜
郡
田
原
郷
宇

山
田
に
あ
う
、
■
合
扇
近
江
堺
北
面
大
尾
・
限
南
國
分
寺
山

大
譲
葉
峰
・
撃
払
公
田
・
限
北
大
津
尾
谷
を
四
至
ビ
す
る
杣

山
一
千
町
以
下
が
明
記
さ
れ
て
居
る
（
塾
ハ
）
。
そ
の
後
知
足

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
ご
五
　
　
（
二
五
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
究

院
忠
實
の
時
に
は
家
司
利
元
及
鍮
様
相
光
を
下
向
せ
し
め

て
柚
山
一
千
町
及
田
百
町
の
四
至
に
榜
示
を
打
た
し
め
た

事
も
あ
り
（
註
七
）
、
面
面
宇
治
田
原
庄
ε
呼
ば
れ
た
も
の
は

大
蔵
に
於
て
こ
れ
ら
の
土
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
註
蕊
羅
定
寺
玉
書
（
以
下
軍
に
丈
書
名
撫
詑
ぜ
う
に
画
定
寺
所
藏
口
書

　
な
り
）
仁
畢
元
年
口
月
骨
二
日
大
法
師
仁
朝
解
伏
、
蛇
元
二
年
三
冠
日

　
二
三
寺
口
妥
三
等
　
　
　
　
謎
四
『
東
大
寺
要
錐
』
　
　
　
　
註
蕊
『
東

　
　
大
寺
溺
當
次
第
』
　
　
　
　
註
穴
養
和
元
年
十
一
月
骨
一
日
羅
定
寺
下

　
　
司
入
遣
舜
西
の
注
諏
訪
ま
糞
此
四
至
に
よ
っ
て
屠
る
　
　
　
　
註
宮
元

　
　
磨
元
年
騨
定
寺
訴
歌
案
以
下

四

四
民
の
止
活
（
樽
ぴ
）
（
上
）
一
山
・
城
｛
子
鴻
…
田
原
裟
一

　
宇
治
田
原
ご
藤
氏
こ
の
關
係
が
史
料
に
見
え
る
の
は
講

政
東
三
條
晴
陰
家
の
時
か
あ
で
あ
る
。
暉
定
寺
文
書
中
の
・

鎌
倉
末
葉
ご
思
は
る
、
暉
定
寺
由
緒
書
並
に
嘉
元
二
年
入

寂
の
奥
書
あ
る
記
録
、
寛
元
三
年
十
二
月
ご
推
定
さ
る
不

等
院
鍮
取
友
成
申
歌
工
面
に
よ
る
ど
信
欝
然
が
支
那
よ
り

蹄
朝
し
た
ご
き
、
文
殊
菩
薩
像
を
將
面
し
、
そ
れ
を
粂
家

に
寄
進
し
た
の
で
条
家
は
東
三
揃
踏
内
に
文
殊
堂
を
建
立

　
　
　
　
　
　
　
　
第
晒
盤
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
二
六
）

し
、
宇
治
田
原
の
底
入
二
十
人
を
鐸
ぴ
て
そ
の
御
香
寄
人

こ
し
た
こ
言
っ
て
を
る
、
こ
れ
が
評
定
寺
の
記
録
か
ら
見

た
藤
氏
ご
曜
定
寺
ε
の
最
初
の
醐
係
で
あ
る
が
、
そ
の
何

故
に
暉
定
寺
倥
入
が
召
さ
れ
た
か
の
理
由
は
傳
は
ら
な

い
。
正
史
に
よ
れ
ば
慨
然
が
入
宋
し
た
の
は
天
元
五
年
十

一
月
の
事
で
あ
り
、
露
朝
し
た
の
が
永
延
元
年
二
月
十
一

日
の
事
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
文
殊
像
を
將
來
し
た
事
に
間

し
て
は
不
明
で
あ
り
、
日
本
紀
賂
正
暦
二
年
六
月
三
臼
の

條
に
窟
然
の
弟
子
櫓
が
宋
よ
り
文
殊
像
を
持
ち
來
b
し
事

を
記
す
の
み
で
、
そ
れ
が
果
し
て
東
三
條
殿
に
寄
進
さ
れ

た
か
否
や
に
就
て
の
確
謹
は
な
い
。
た
い
そ
れ
ら
の
記
述

か
ら
推
し
て
、
そ
の
頃
に
既
に
宇
治
田
原
ご
藤
氏
こ
の
間

に
關
係
が
出
來
て
居
っ
た
よ
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
喪
家
の
子
遣
長
を
経
て
頼
通
に
至
）
、
永
承
七
年
、
源

融
の
螢
ん
だ
別
業
を
牧
め
て
李
等
院
を
興
し
旋
。
頼
通
の

子
畳
圓
は
圓
満
院
大
儒
正
明
愈
の
資
ご
し
て
三
井
寺
の
長

吏
ご
な
り
、
寺
褐
で
あ
b
な
が
ら
珍
ら
し
く
も
天
台
痙
主



ご
な
り
、
そ
の
威
さ
す
が
に
一
澄
を
被
ひ
、
や
が
て
李
等

院
の
執
印
を
兼
ね
宇
治
僧
正
ざ
呼
ば
る
、
に
至
っ
た
。
繹

定
寺
は
時
恰
も
別
當
畳
勢
阿
指
導
の
時
で
あ
っ
た
が
、
「
爲

募
御
威
」
杣
山
以
下
の
寺
領
を
李
等
院
に
寄
進
し
て
之
を

領
家
ご
仰
ぎ
、
そ
の
保
誕
の
下
に
立
ち
、
寺
家
は
そ
の
支

配
に
薦
す
る
事
に
な
っ
た
（
註
八
）
。
ひ
、
れ
以
來
宇
治
田
原
庄

は
振
籔
家
の
家
領
の
一
部
ご
し
て
京
極
殿
師
實
に
傳
は
り

更
に
そ
の
孫
知
足
院
灘
定
殿
下
忠
實
に
渡
っ
た
。
こ
の
忠

實
を
富
家
殿
ご
呼
ぶ
を
以
て
（
二
九
）
、
宇
治
田
原
荘
は
ま
た

「
富
家
殿
」
ご
呼
ば
れ
（
穴
一
〇
）
て
居
る
。
忠
實
の
手
か
ら
は

そ
の
女
に
し
て
鳥
朋
院
の
皇
后
こ
な
っ
た
高
陽
院
泰
子
に

傳
へ
ら
れ
、
次
で
そ
の
兄
法
性
寺
至
忠
蓮
に
、
次
で
そ
の

子
六
條
警
吏
實
に
傳
へ
ら
、
れ
π
。
気
欝
は
　
即
ち
近
衛
…
家
の

租
先
で
あ
っ
て
、
蕪
に
宇
治
田
原
荘
は
近
衛
家
領
の
一
部

ご
な
つ
だ
の
で
あ
る
。
墓
實
か
ら
そ
の
子
普
賢
寺
殿
基
通

に
傳
へ
ら
れ
た
近
衛
家
領
は
、
猪
隈
關
自
家
實
、
知
足
院

尼
上
以
下
に
分
輿
せ
ら
れ
、
宇
治
田
原
荘
は
龍
前
郷
に
傳

第
十
ご
巻
　
　
研
　
究
　
　
独
民
の
止
活
（
再
び
）
（
上
）
1
山
城
宇
治
田
原
十
一 へ

ら
れ
だ
（
註
二
）
、
龍
前
ざ
は
恐
ら
く
墓
通
の
子
に
し
て

家
實
の
弟
で
あ
る
北
白
河
懸
鼻
経
の
法
名
か
ご
思
ふ
け
れ

ざ
も
、
確
か
で
は
な
い
。

　
如
此
分
領
さ
れ
た
所
領
は
何
れ
も
一
期
の
後
は
、
惣
領

た
る
岡
屋
關
臼
兼
修
の
手
に
鶴
し
、
爾
後
近
衛
家
道
こ
し

て
傳
旗
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
宇
治
田
原
荘
ま
た
同
じ
痙

路
を
以
て
傳
領
さ
れ
た
。
灘
定
寺
交
書
康
永
こ
年
十
一
月

日
の
山
司
雌
蕊
性
の
重
織
に
も
，
近
衛
殿
御
疋
田
原
子
し
ご

言
っ
て
居
る
の
は
そ
の
一
讃
で
あ
る
。

　
宇
治
田
原
荘
の
束
に
直
ち
に
堺
を
接
す
る
も
の
は
帥
ち

江
州
栗
太
郎
の
曾
束
荘
で
あ
る
が
、
該
荘
は
法
性
寺
瀾
臼

忠
通
よ
り
法
性
毒
の
塔
頭
た
る
最
勝
金
剛
院
に
寄
…
進
ぜ
ら

れ
て
そ
の
領
地
ご
な
り
、
絡
に
九
七
家
を
本
所
ご
仰
ぐ
に

至
っ
た
の
で
（
註
一
ご
）
、
こ
》
に
近
衛
家
ご
九
條
家
と
の
勢

力
が
相
接
鰯
す
る
事
に
な
っ
た
。
私
が
此
の
小
篇
で
主
ご

し
て
述
べ
よ
う
ε
す
る
の
は
、
こ
の
間
に
惹
鵡
さ
る
、
葛

藤
に
就
て
や
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
魏
　
　
　
二
七
　
　
（
二
七
）

へ



第
十
ご
巻
　
　
研
　
究
　
　
即
日
の
血
活
（
再
び
）
（
上
∀
1
肉
城
宇
治
田
原
人
i
　
　
　
　
　
　
r
第
一
號

註
八
　
仁
亭
元
年
目
月
廿
二
日
阿
閣
梨
仁
朝
解
歌
　
　
　
　
誌
九
r
尊

卑
分
脈
　
　
　
　
謡
園
◎
　
建
長
五
年
十
月
廿
｝
口
注
難
『
近
徳
家
所

領
目
録
』
藤
定
寺
丈
書
冤
元
二
年
五
月
日
近
衛
家
政
所
下
丈

註
三
一
　
建
長
五
年
十
よ
月
「
近
衛
家
班
領
目
録
」
　
　
　
　
誰
＝
縢

東
鵬
寺
丈
書
建
長
二
年
十
一
月
日
「
藤
原
這
家
纏
庭
調
帳
」

　
　
五

　
本
荘
は
既
記
の
如
く
近
衛
家
を
本
所
こ
し
、
李
等
院
を

領
家
こ
し
、
そ
の
下
に
預
所
が
あ
っ
て
、
灘
定
寺
大
房
留

守
職
、
山
司
職
等
を
補
任
し
た
も
の
で
あ
る
、
殊
に
留
守

職
に
至
っ
て
は
、
三
昧
堂
並
既
沙
門
堂
の
住
僧
職
ε
相
並

び
て
、
灘
定
寺
に
常
住
し
て
寺
務
を
執
行
す
る
ビ
共
に
、

荘
務
を
覧
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
多
く
の
僑
徒
の
棟
梁
で

あ
っ
か
。
而
し
て
そ
の
僧
徒
の
中
か
ら
揮
ば
れ
て
山
司
職

ざ
な
り
隔
寺
領
一
千
町
の
紬
山
を
経
聾
し
た
も
の
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
絡
に
難
色
を
以
て
之
に
補
し
、
寺
山
の

保
護
監
督
に
當
ら
し
め
た
。
そ
の
補
任
状
は
全
く
形
式
を

整
へ
な
い
で
下
煮
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
下
　
由
城
國
富
家
殿
内
田
原
殿
郷
山
司
職
事

　
　
　
灘
定
寺
総
衆
中

右
以
彼
人
患
所
補
任
當
職
也
、

恒
例
臨
時
課
役
等
、
任
先
例
、

癒
之
、
依
離
歌
如
件

　
　
貞
治
四
年
五
月
十
三
日

ご
入
　
　
（
縄
入
）

任
稲
徳
之
旨
、
全
管
領
、
有
限

可
引
致
其
沙
汰
、
早
百
姓
等
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
所
沙
彌
判

　
何
分
に
も
．
本
荘
の
大
部
分
は
杣
山
で
あ
っ
て
、
し
か
も

一
千
町
こ
い
ふ
莫
大
な
面
積
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
が
管
理

に
最
も
不
都
合
な
森
林
で
め
る
の
で
、
三
っ
て
そ
の
保
護

に
は
随
分
の
苦
心
を
以
て
し
た
ら
し
く
、
次
の
禁
制
の
如

き
そ
の
一
斑
で
あ
る
。

　
　
　
寺
山
禁
制
事

　
　
　
　
定
　
條
　
々

、一

ｾ
四
至
懸
　
〕西

m
薩

　
　
一
隅
寺
山
内
ニ
テ
踏
木
不
可
盗
、
切
付
之
可
有
楽
深
者
也

　
　
一
檜
下
等
小
木
ニ
チ
モ
飛
切
タ
ラ
ム
者
、
鎌
至
、
ノ
外
二
、
三

　
　
百
文
過
料
テ
引
舟
テ
、
可
加
御
堂
修
理
也
、

　
　
一
松
椎
縦
木
、
殊
二
不
可
切
、
要
ホ
タ
ル
故
也

　
　
一
松
ハ
ツ
リ
、
殊
二
可
禁
制
者
也



一
山
盗
之
過
、
不
可
有
刷
義
、
所
持
鎌
ヨ
キ
ノ
外
、
見
合
タ
ラ

　
ム
ニ
随
テ
可
取
之

一
取
タ
ラ
ム
鎌
ヨ
キ
ハ
、
山
守
論
外
何
人
タ
リ
ト
モ
、
見
合
、

　
取
タ
ラ
ム
者
可
爲
得
分

輔
此
期
山
内
ニ
テ
、
維
那
ナ
リ
ト
モ
柴
刈
事
、
可
禁
制
之

扁
山
山
守
璽
丁
、
秩
㏄
ニ
ハ
ロ
堂
佳
娼
憎
楽
長
脚
役
，
其
一
戸
U
入
モ
見
A
ロ
タ

　
ラ
ム
ニ
随
テ
、
禁
制
、
鎌
ヨ
キ
可
取
者
也

右
、
守
條
々
定
置
三
間
、
各
不
可
令
蓮
背
之
歌
如
件

　　永
砦　仁

　　四
　　年
　　串丙
　　士
÷：一

日

空

　
そ
の
衆
徒
等
の
下
に
は
東
三
玉
殿
文
殊
嫁
御
香
寄
人
ご
亀

欝
す
る
階
級
の
人
が
二
十
軒
居
る
。
そ
の
宮
原
は
前
に
記

し
た
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
始
め
は
二
十
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
数
は
可
な
り
馬
丁
に
維
持
さ
れ
た
ε
見
え
て
、
寛
元

の
時
も
な
ほ
二
十
人
だ
ご
あ
る
。
常
に
寺
家
雑
掌
ご
相
扶

翼
し
て
荘
民
の
樺
利
を
保
護
し
（
註
一
三
）
、
翁
ね
て
彼
等
自

身
の
身
分
を
も
保
護
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
十
ご
巷
　
　
研
究

謎
＝
昌
　
寛
喜
元
年
十
一
月
八
日
鎌
倉
將
軍
家
御
湿
書
案
の
申
に
「
…

…
…
…
並
寄
人
伽
所
倦
等
解
歌
」
の
句
が
あ
り
、
丈
保
元
年
十
二
月
日

に
に
羅
定
区
々
二
河
原
山
が
往
古
以
來
の
寺
頒
な
ろ
由
緒
な
蓮
べ
【
，
両

至
干
今
被
牧
公
此
三
者
、
寺
杜
の
瀬
倒
不
可
廻
踵
、
寄
人
之
窄
徳
可
有

指
鎭
…
…
…
：
、
所
詮
、
経
急
遽
御
沙
汰
、
幣
串
改
彼
御
飾
戴
襯
者
、
專
符

本
願
素
意
、
殊
抽
寄
人
之
丹
棘
ム
臆
し
定
言
っ
て
、
河
原
山
を
牧
公
ぜ
ん

ミ
す
ろ
の
非
蓮
た
訴
へ
て
居
る
も
の
が
あ
る
O

山A

　
．
そ
の
寄
入
ご
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
る
恰

好
の
事
件
が
寛
元
三
年
十
二
月
に
起
つ
た
。
當
時
の
荘
民

生
活
の
一
部
で
も
あ
る
か
ら
、
叢
に
併
叙
す
る
。

¢
　
そ
れ
は
十
二
月
七
日
の
事
で
あ
っ
た
。
灘
定
寺
の
寄
人

五
六
人
ご
木
幡
心
入
ご
が
打
俘
れ
て
上
洛
し
た
。
七
條
京

極
の
法
性
寺
の
邊
に
來
た
ご
き
、
ざ
う
し
た
機
か
寄
人
の

馬
ご
住
入
の
馬
ご
が
走
り
鵠
し
た
。
寄
人
は
何
心
な
し
に

木
幡
の
馬
を
引
留
め
た
。
そ
れ
は
別
、
何
の
翠
霞
も
な
し

に
留
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
木
幡
の
住
人
は
非
常
に
立
腹

し
て
寄
入
の
尻
を
蹴
っ
た
り
、
頸
を
取
っ
て
打
餌
し
た
り

荘
幾
の
生
滑
（
再
び
×
上
）
一
由
城
宇
治
田
原
購
i

第
一
號

ご
九
　
　
（
ご
九
）



　
　
　
第
＋
二
巷
　
研
究

散
々
な
目
に
合
せ
、
見
物
の
諸
入
も
そ
の
由
來
す
る
所
が

分
ら
な
い
程
で
め
っ
た
。
寄
入
の
方
は
員
数
も
少
い
事
で

あ
る
の
で
、
一
切
を
堪
怨
し
て
居
る
ご
、
住
入
の
方
か
ら

和
李
す
べ
き
由
を
塗
し
た
の
で
、
倉
入
は
承
諾
し
た
。
然

る
に
寄
人
が
京
都
に
於
て
の
所
用
葱
果
し
て
の
蹄
途
、
木

播
で
は
多
数
の
住
人
が
待
伏
せ
て
寄
人
を
殴
打
し
、
絡
に

一
人
は
打
ち
殺
さ
れ
ん
ば
か
b
に
な
b
他
は
悉
く
負
傷
し

漸
く
の
思
ひ
で
こ
の
重
傷
者
を
つ
れ
て
藤
定
寺
に
館
ら
う

ε
し
た
が
、
一
瓢
に
至
っ
た
ビ
き
絡
に
重
傷
者
は
死
去
し

た
。
子
下
で
あ
っ
π
o
そ
の
訴
を
聞
い
た
李
等
院
は
、
公

文
阿
仁
の
名
に
よ
り
て
乃
刻
に
木
幡
浄
妙
寺
執
行
御
房
に

宛
て
、
書
斌
を
出
し
、
往
昔
よ
り
宇
治
ビ
木
幡
ご
は
一
切

喧
嘩
を
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
に
、
此
事
件
の
突
登
し

た
事
は
頗
る
逡
憾
で
み
る
ε
し
、
直
入
は
死
者
を
昇
い
で

木
幡
に
攻
寄
せ
ん
と
言
ふ
の
を
、
強
い
て
標
々
に
宥
誘
し

て
居
る
旨
を
蓮
べ
、
且
つ
…
量
定
寺
寄
》
人
が
、
東
三
條
殿
以

來
寺
家
と
し
て
重
役
無
双
の
も
の
で
あ
る
旋
盤
を
追
串
し

荘
民
の
止
活
（
再
び
）
（
上
）
－
肉
蝉
騒
沿
田
原
荘
一

第
一
號

三
〇
　
　
（
三
〇
）
．

　
た
。

　
　
翌
八
日
．
墨
入
は
更
に
長
渚
殿
下
政
所
に
秘
し
て
事
の

仔
細
を
報
告
し
、
住
着
ビ
の
聞
に
何
等
の
翰
墨
の
あ
っ
た

　
、
め
で
な
く
、
寄
人
中
に
銭
を
持
塗
し
た
も
の
が
あ
っ
た

の
で
、
そ
れ
を
奪
取
ら
ん
が
た
め
に
木
幡
に
待
伏
せ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
所
行
た
る
や
全
く
山
賊
で
あ
る
か
ら
、
向

，
後
傍
輩
の
た
め
に
、
件
の
輩
を
召
出
し
、
そ
の
頸
を
木
幡

山
に
於
て
懸
け
ら
れ
ん
事
を
要
求
し
、
も
し
然
ら
ざ
れ
ば

如
此
き
山
立
（
山
賊
）
は
今
後
に
継
て
絶
え
ざ
る
べ
く
、
寄

入
は
一
人
も
召
仕
は
る
ま
じ
く
、
そ
の
上
死
入
を
木
幡
の

下
手
人
の
家
に
鼻
ぎ
込
む
べ
し
ご
言
ひ
、
こ
の
訴
櫃
は
速

刻
に
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
け
れ
ざ
も
寺
家
の
御
綱
止
の

た
め
に
面
々
今
に
及
ん
だ
ご
言
っ
て
居
る
。
叢
に
言
ふ
寄

人
一
人
も
召
仕
る
ま
じ
ビ
言
ふ
の
は
、
激
ち
善
時
寄
人
の

勤
仕
し
た
所
役
で
．
東
三
條
殿
文
殊
堂
が
亡
失
し
て
以
後

は
、
西
法
花
堂
、
五
大
堂
、
池
殿
御
堂
（
以
上
、
何
れ
も

卒
等
院
の
一
部
鰍
）
の
香
料
を
負
罐
し
、
且
つ
藩
学
院
、



画
城
寺
長
吏
v
耀
關
家
、
准
后
家
、
・
命
定
殿
下
等
に
年
末

年
始
の
諸
役
に
墾
負
し
、
臨
時
の
用
夫
こ
も
な
う
、
な
ほ
李

等
院
の
修
正
會
に
も
墾
濾
し
た
事
を
指
し
た
の
で
め
る
。

　
次
で
十
二
日
に
は
再
び
寄
人
は
訴
歌
を
出
し
、
季
等
院

所
司
も
こ
の
寄
人
の
重
串
状
を
衰
態
ビ
し
て
長
者
殿
下
政

所
の
裁
定
を
申
濡
し
、
寄
人
の
古
來
よ
り
の
由
緒
を
述
べ

か
く
の
如
き
現
歌
で
は
笠
踊
年
始
の
研
用
に
も
事
敏
き
、

修
正
會
ま
た
行
は
れ
難
き
を
以
て
し
た
Q
そ
の
ご
き
に
喧

嘩
を
し
た
木
幡
住
人
八
入
の
う
ち
留
鳥
二
、
藤
四
郎
の
こ

人
は
直
ち
に
そ
の
本
所
た
る
聖
謹
院
よ
り
召
忠
さ
れ
た
が

中
六
男
は
、
座
主
御
房
砥
候
者
の
從
潜
ビ
い
ふ
の
で
、
未

だ
召
出
さ
れ
な
い
Q
寄
入
は
そ
の
中
六
男
を
も
早
く
召
出

さ
れ
て
こ
れ
ま
た
禁
獄
せ
ら
れ
た
い
ご
の
要
求
を
十
二
月

十
入
日
に
提
出
し
た
（
註
一
四
）
o

　
そ
の
結
果
は
如
何
に
な
っ
た
か
は
、
知
る
だ
け
の
史
料

に
敏
く
を
以
て
潰
…
憾
な
が
ら
、
こ
れ
以
上
の
事
は
記
録
す

る
事
が
出
來
な
い
。
、
擁
之
、
浮
華
寺
方
の
之
に
濁
癒
し
た

　
　
’
第
十
二
谷
　
　
研
究

荘
艮
の
生
活
（
再
び
）
（
上
）
1
街
城
宇
治
田
原
荘
一

陳
状
等
が
あ
る
筈
だ
け
れ
ざ
も
、
そ
れ
が
具
す
べ
て
不
明

で
あ
る
た
め
に
、
寄
入
側
の
言
ひ
分
が
ざ
の
位
の
根
糠
の

あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
充
分
明
か
に
し
得
な
い
。

　
普
蓮
の
場
合
に
於
て
、
如
上
の
所
役
を
勤
仕
し
て
居
る

寄
人
に
は
、
ま
た
そ
れ
相
帯
の
特
樺
が
代
償
こ
し
て
附
與

さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
藤
定
寺
の
そ
れ
は
不
明
で

あ
る
。
乍
併
、
瓶
詰
朝
末
期
以
來
、
祇
寺
領
に
よ
く
見
は

る
、
寄
人
な
る
も
の
、
「
例
を
御
許
な
が
ら
知
る
事
が
出

來
よ
う
ご
思
ふ
。

　
　
昨
日
西
チ
（
寛
元
三
）
十
二
月
七
日
半
等
丸
公
丈
阿
盛
書
蹟
案
，
（
寛
元

　
　
三
、
十
二
、
入
）
二
等
寺
寄
人
訴
歌
案
、
十
二
月
十
一
目
長
吏
御
房
政

　
　
所
定
舜
書
歌
案
、
寛
元
三
年
十
二
月
十
二
日
縄
定
響
寄
人
重
申
歌
案
、

　
　
同
日
第
等
院
所
司
情
歌
案
、
同
年
十
二
月
十
入
日
灘
定
寺
寄
人
訴
歌
案

　
　
等
塗
取
。

　
　
　
　
七

　
最
後
に
最
密
き
由
來
ご
組
織
と
中
心
ご
を
有
す
る
近
衛

家
領
・
卒
等
院
末
の
宇
治
田
原
荘
ご
、
九
條
家
領
の
曾
束

荘
こ
の
堺
粕
論
を
考
察
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
一
　
　
（
三
U
）



　
　
　
第
十
ご
巻
　
　
研
究

　
宇
治
田
原
荘
ご
曾
束
荘
ご
の
堺
画
論
は
、
乾
元
年
間
よ

う
元
癒
に
至
っ
た
約
二
十
ヶ
年
問
の
も
の
を
第
一
ご
し
、

至
重
二
十
三
、
四
年
の
も
の
及
び
實
徳
三
年
の
も
の
以
下

徳
川
時
代
の
も
の
を
も
数
へ
得
る
が
、
今
は
そ
の
最
も
長

い
時
期
に
亙
っ
た
乾
元
一
元
慮
の
も
の
を
略
述
し
よ
う

ご
思
ふ
。

　
此
相
論
は
乾
元
博
聞
面
隠
寺
の
住
人
が
曾
束
荘
大
田
谷

に
概
臆
し
、
山
木
を
寝
取
り
、
炭
柱
を
破
壊
し
、
百
姓
の

資
財
を
奪
取
し
．
そ
の
家
屋
を
破
却
し
、
且
つ
多
数
の
百

姓
ご
双
肩
を
し
た
の
で
、
そ
の
悪
行
の
張
本
を
罪
科
に
行

は
れ
ん
事
を
時
の
藤
氏
の
長
者
二
様
風
帆
に
訴
へ
た
事
を

濫
膓
ご
す
る
（
註
一
五
）
、
灘
定
寺
の
方
で
は
勿
論
之
に
鷹
じ

て
、
嘉
元
二
年
以
摩
陳
朕
を
呈
出
し
て
甥
事
す
る
所
が
あ

っ
た
が
、
丁
度
そ
の
こ
き
長
者
の
遷
替
が
あ
っ
て
、
九
條

垂
心
が
代
っ
た
。
曾
束
荘
の
本
所
は
九
條
家
で
あ
る
か
ら

頗
る
好
都
合
に
見
え
る
。
し
か
し
藤
定
寺
の
方
で
は
大
田

谷
を
以
て
昏
惑
院
領
で
あ
る
ご
主
張
し
、
身
魂
院
公
文
信

荘
民
の
坐
活
（
再
び
×
上
）
一
山
城
宇
泊
田
原
荘
一
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
二
　
　
（
三
二
）

盛
所
帯
の
絡
圖
を
以
て
そ
の
典
糠
ご
し
た
の
で
、
曾
束
は

そ
の
維
圖
の
提
出
を
求
め
、
曾
束
の
所
藏
の
絡
圖
ビ
鋼
校

せ
ん
ご
し
た
。
然
る
に
奉
行
の
藏
人
爵
は
暉
定
寺
に
方
入

し
て
少
し
も
そ
の
要
求
に
癒
じ
な
い
、
曾
束
の
雑
掌
は
漸

次
連
日
の
墾
訴
に
疲
れ
て
守
る
し
、
之
7
反
し
て
灘
定
寺

側
の
悪
行
狼
籍
は
日
に
募
っ
て
行
く
の
み
で
あ
り
、
絡
に

曾
束
荘
は
最
勝
金
剛
院
の
長
日
護
摩
料
所
ε
し
て
嚴
密
の

土
地
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
荘
家
は
窄
籠
し
佛
聖
君
燈
油
料

等
を
盲
進
す
る
事
が
鵠
來
な
く
な
っ
た
（
埜
山
ハ
）
。
勝
ち
誇

っ
た
様
な
灘
定
寺
は
更
に
徳
治
三
年
三
月
二
十
七
日
大
田

山
賊
猫
十
町
を
焼
門
川
つ
た
・
り
、
　
五
R
月
山
隙
目
に
は
多
入
軸
数
で
曾

束
に
前
貸
し
、
百
姓
を
打
郷
し
、
そ
の
中
、
袈
裟
二
郎
男

こ
い
ふ
男
は
孚
死
毒
生
の
目
に
遭
は
さ
れ
だ
。
就
て
は
、

曾
束
は
是
非
の
決
定
は
先
づ
間
い
て
も
、
、
打
底
心
傷
の
罪

は
早
く
臆
断
さ
る
べ
き
で
あ
り
（
註
一
七
）
、
且
つ
訴
訟
の
…
進

行
中
に
狼
籍
の
振
舞
あ
る
事
は
こ
れ
ま
た
嚴
誠
を
加
へ
ら

る
べ
き
で
あ
る
こ
し
て
、
そ
の
露
分
を
求
め
た
（
註
一
入
）
。



そ
れ
に
つ
い
て
潤
入
一
子
定
寺
よ
り
陳
状
を
出
し
、
絡
に

回
方
ε
も
境
堺
を
潜
心
ご
糺
定
す
る
事
を
承
諾
し
た
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
長
者
殿
下
の
御
使
は
な
か
一
そ
の
堺

に
荏
ま
な
い
。
延
慶
二
年
六
月
日
、
同
三
年
忌
月
日
の
曾

束
庄
訴
状
案
は
何
れ
も
そ
の
御
使
の
堺
に
來
ら
ん
事
を
講

求
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
絡
に
そ
の
九
月
頃
に
和
輿
が
出

來
た
の
で
、
一
旦
こ
の
訴
訟
は
中
止
の
姿
と
な
っ
た
。

然
る
に
問
題
は
再
び
正
和
三
年
か
ら
繰
返
さ
れ
た
。
湯
、

れ
は
ま
た
縄
定
寺
住
人
が
堺
を
越
え
て
悪
癖
に
観
入
し
、

前
回
に
も
劣
ら
瞼
自
由
の
張
行
を
し
た
ε
い
ふ
同
年
七
月

日
の
曾
束
の
訴
歌
に
掬
う
、
入
月
廿
五
臼
に
は
灘
定
寺
よ

り
は
之
に
引
す
る
陳
駅
を
摩
し
、
之
を
工
期
な
り
ざ
す
る

曾
束
の
再
訴
状
、
そ
れ
に
反
回
す
る
九
月
日
の
藤
定
寺
の

再
陳
歌
ご
當
時
の
訴
訟
法
の
ま
、
に
訴
陳
は
番
へ
ら
れ
て

行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
十
月
日
の
曾
束
庄
百
姓
等
の

名
に
よ
る
三
訴
状
に
よ
る
ご
、
燦
燦
寺
麗
人
の
観
入
し
た

地
黙
が
果
し
て
曾
束
庄
か
麗
定
寺
領
か
ビ
い
ふ
所
が
最
も

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
研
究

姫
厩
の
生
活
（
再
び
）
（
上
）
一
画
城
壁
治
田
平
蕪
一

重
大
な
論
黙
で
あ
る
ら
し
く
、
曾
束
庄
は
勾
配
院
公
文
下

野
前
司
記
載
の
注
進
す
る
所
の
延
慮
年
間
の
縛
圖
に
よ
り

て
轡
己
の
主
張
を
正
し
い
も
の
で
あ
る
ご
申
立
て
た
が
、

灘
定
寺
は
そ
の
絃
圖
を
李
等
院
の
寳
藏
に
治
め
込
ん
で
し

ま
っ
て
返
さ
な
い
の
み
な
ら
す
、
そ
の
維
圖
は
公
文
阿
盛

が
曾
束
土
民
の
嘉
言
に
二
っ
て
引
い
た
も
の
で
本
謹
あ
る

も
の
で
は
な
い
、
從
っ
て
延
慮
以
往
の
亀
鏡
あ
ら
ば
、
そ
れ

を
提
出
す
べ
し
ご
言
っ
た
。
曾
束
庄
は
そ
れ
を
駁
し
て
延

癒
指
圖
を
引
い
た
詩
語
は
卒
等
院
に
は
殊
に
忠
勢
の
あ
る

公
人
で
あ
る
。
何
こ
な
れ
ば
彼
は
承
久
大
臨
に
際
し
、
奉

等
院
の
寳
藏
が
破
却
せ
ら
れ
、
酔
臥
の
重
縁
等
悉
く
紛
失

し
た
時
に
、
諸
國
七
道
を
尋
捜
し
、
彼
の
寺
領
堺
に
覆

ん
で
蕾
跡
を
糺
し
、
以
て
堺
圖
を
定
め
末
代
の
昭
隆
を
思

う
た
鋤
簾
名
馨
無
双
の
仁
で
あ
る
。
を
の
公
入
の
維
圖
を

以
て
土
民
の
浮
言
に
よ
る
も
の
ご
す
る
麗
定
寺
側
の
言
ひ

分
の
、
頗
る
常
規
に
擦
乃
所
以
を
暴
げ
、
政
所
は
宜
し
く

彼
総
圖
を
召
出
さ
れ
ん
事
を
要
求
し
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
三
　
　
（
三
三
）



、

　
　
　
第
士
悪
　
　
研
究

　
臨
時
は
鍛
接
寺
の
方
も
籐
程
．
困
っ
た
こ
見
膏
て
、
係
爾

の
問
題
で
あ
る
堺
相
論
以
外
の
方
面
に
於
て
曾
束
の
搦
黙

を
見
出
し
そ
れ
を
持
ち
毘
し
た
。
即
ち
句
論
が
長
婚
護
摩

壇
愚
僧
ご
號
し
て
綱
代
を
構
う
る
事
は
勅
命
に
背
く
事
で

違
勅
罪
と
し
て
所
断
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
ら
し
い
。

之
に
封
ず
る
曾
春
嵐
は
、
當
庄
の
綱
代
は
往
古
以
來
あ
る

も
の
に
し
て
今
更
の
結
構
に
有
ら
す
、
た
い
近
年
洪
水
の

た
め
に
破
損
流
失
し
て
し
ま
っ
て
ハ
ワ
は
な
い
。
そ
れ
を
綱

代
を
新
に
構
へ
た
か
の
如
ぐ
言
ふ
の
は
、
眼
前
の
虚
誕
で

あ
る
、
そ
の
上
、
當
庄
の
網
代
を
停
止
す
べ
き
山
の
勅
命

に
接
し
た
事
は
な
い
、
從
っ
て
勅
定
に
背
い
た
罪
の
あ
ら

う
筈
は
な
い
ビ
懇
議
し
た
（
註
一
九
）
。

　
そ
こ
で
璽
四
年
五
月
に
灘
定
寺
の
三
陳
駿
が
出
て
、
知

足
院
殿
下
の
御
代
に
下
家
司
利
元
・
馬
取
潮
煮
等
が
堺
に

潜
み
て
反
証
を
打
ち
、
そ
れ
に
よ
り
て
引
い
た
差
圏
な
る

も
の
を
提
通
し
、
如
此
き
礎
威
の
あ
る
も
の
こ
、
土
民
胸

臆
の
説
に
基
い
て
注
さ
れ
た
る
曾
悪
擦
の
差
圖
と
は
そ
の

嚢
斑
の
生
活
（
再
び
×
上
）
一
山
堂
宇
漕
牢
人
嚢
i

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
四
　
　
（
三
四
）

間
喬
ら
軽
重
用
捨
の
あ
る
べ
き
を
述
べ
、
網
代
の
禁
止
は

喜
平
異
他
面
貢
祭
で
も
、
公
家
巌
重
の
御
膳
所
で
も
悉
く

破
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
応
急
に
限
っ
て
勅
免
の
あ

ら
う
筈
が
な
い
、
の
み
な
ら
す
、
洪
水
で
流
失
し
て
現
在

し
な
い
ご
言
ふ
の
は
全
く
の
儒
言
で
あ
っ
て
、
近
隣
の
住

民
に
起
請
交
を
以
て
訊
問
さ
れ
た
ら
、
事
の
實
際
が
明
白

に
な
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
も
し
こ
の
指
定
寺
の
申
状
に

な
ほ
以
て
御
不
審
あ
ら
ば
双
方
を
召
揖
し
て
庭
中
に
於
て

議
決
せ
し
め
ら
れ
た
い
ご
言
っ
て
居
る
。
網
代
を
天
下
一

齊
に
禁
止
し
た
事
は
事
實
で
あ
っ
℃
、
こ
の
瓢
で
は
曾
束

の
言
ひ
分
は
強
辮
の
議
を
免
れ
ま
い
。

　
灘
定
寺
か
ら
は
知
足
院
殿
下
の
御
代
に
鴬
野
た
こ
い
ふ

指
個
を
提
爵
し
た
の
で
、
曾
束
も
亦
、
治
安
年
聞
の
閑
院
太

政
大
難
家
寄
進
言
及
び
仁
安
の
太
政
官
府
な
る
も
の
を
引

い
て
そ
の
四
至
を
孚
つ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
藤
定
寺
か

ら
本
書
の
提
出
　
を
求
め
ら
る
、
に
及
び
て
上
醍
醐
に
隠
農

い
た
ご
て
提
拙
を
否
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
治



安
寄
進
放
さ
延
・
賂
指
岡
さ
延
慶
四
年
の
注
進
放
さ
に
記
ち

る
〉
四
至
に
出
入
あ
る
事
を
締
定
寺
側
に
指
摘
せ
ら
れ
て

ハ
融
ニ

ou、
曾
束
荘
側
は
却
っ
て
不
利
に
陥
る
事
に
役
立
っ

た
に
A
1
y
ぎ
な
か
っ
た
。

如
此
き
訴
陳
は
今
後
も
脈
々
ざ
し
て
績
り
ら
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
雌
定
寺
文
書
で
は
元
・
膝
元
年
後
七
月
二
十
八
日

ま
で
跡
附
り
得
る
が
、
ま
だ
そ
れ
で
も
結
末
は
つ
い
て
居

な
い
。註

－

E
徳
治
二
年
九
月
十
一
日
脅
束
官
挫
訴
紙
袋
註
＝
“

向
上
註
一
七
貞
永
式
目
第
十
除
、
第
十
三
像
、
新
編
治
加

第
九
十
八
像
、
第
九
十
九
鱗
註
－

A
徳
治
三
年
七
月
日
雪

東
庄
雑
掌
良
因
再
訴
歎
・
世
帯
註
－
九
正
和
三
年
十
月
日
曾
東

庄

百

挫

等

三

訴

欣

袋

詰

二

O

文
保
元
年
十
二
月
目
前
欠
開

先
寺
隙
扶
案

｝＼ 

蹄
定
寺
領
さ
曾
東
庄
さ
の
堺
相
諭
は
要
す
る
に
大
田
谷

が
何
れ
の
所
属
に
鯖
す
べ
き
か
さ
い
V

ふ
貼
に
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
を
守
っ
た
南
港
民
間
に
、
破
壊
・
瓦
傷
・
開
港
等

が
行
は
れ
た
。
ぞ
の
た
め
に
相
方
よ
り
幾
多
の
史
料
を
出

第
十
二
谷

前

究

拡
民
の
生
活
（
再
ぴ
〉
ハ
上
〉
l
山
披
宇
治
問
原
湛
l

五

L
V
幾
種
か
の
方
策
を
構
じ
た
け
れ
ざ
も
、
二
十
年
に
重

ん
ざ
し
て
も
ま
だ
そ
の
．
解
決
が
得
ら
れ
な
い
。
私
が
今
以

上
に
記
述
し
た
所
は
た
い
草
に
そ
の
筋
道
を
辿
り
出
来
る

だ
け
簡
略
に
記
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
可
な
り
飽
き
が

来
た
程
で
あ
る
。
二
十
の
歳
月
を
堺
相
論
に
費
し
た
嘗
時

の
荘
民
の
忍
耐
力
に
は
惇
〈
O

そ
れ
さ
同
時
仁
、
殺
伐
な

時
代
で
あ
っ
た
〉
め
さ
は
言
ひ
な
が
ら
、
近
邑
隣
郷
が
何

故
に
そ
ん
な
に
刃
傷
沙
汰
に
及
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

さ
怪
し
む
。
彼
等
は
ま
た
こ
れ
さ
殆
ん
ざ
時
を
同
じ
く
し

て
別
に
南
の
方
の
大
炊
寮
鎮
の
奥
山
田
郷
さ
も
堺
論
を
や

っ
て
居
る
。
彼
等
の
間
に
は
平
和
な
日
が
果
し
て
幾
日
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

地
表
を
正
確
に
測
定
す
る
事
は
科
息
子
の
進
歩
し
た
今
日

に
於
て
す
ら
困
難
な
事
業
で
あ
る
。
況
し
て
技
術
も
至
っ

て
幼
稚
で
あ
れ
ば
、
製
聞
の
方
法
も
極
め
て
拙
劣
で
あ
っ

た
ら
う
時
代
に
於
て
、
土
地
の
四
至
を
厳
密
に
定
め
る
事

は
平
地
に
於
て

3
へ
至
難
な
事
業
で
あ
っ
た
ら
う
、
山
地

第
一
一
獄

ハロ一五〉



第
十
二
容

碗
究
仰
山
刊
に
顕
は
あ
込
振
旦
の
諮
に
就
い
て
（
上
〉

森
林
沼
津
に
於
主
は
、
殆
ん
ぎ
不
可
能
の
事
で
あ
っ
た
ら

う
。
こ
れ
我
園
史
を
顧
み
る
さ
最
近
ま
で
各
地
方
に
於
て

境
界
年
の
絶
え
な
い
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
ら
う
さ
思
ふ

が
、
堺
相
論
の
た
め
に
隣
村
さ
の
聞
に
久
し
き
に
亙
る
係

争
問
題
の
あ
っ
た
事
は
、
砂
田
時
の
住
民
に
取
b
て
は
何
よ

り
の
不
幸
で
は
な
か
っ
た
か
。
之
を
他
面
か
ら
見
れ
ば
、

第

披

ハ一ニムハ〉

ム
／、

湛
民
・
村
民
が
一
致
固
結
し
て
事
に
嘗
ら
ん
ざ
す
る
思
想

全
養
成
す
る
に
は
役
立
っ
た
ら
う
、
嘉
民
村
民
の
一
味
同

心
ざ
い
ふ
糠
習
は
出
来
た
ら
う
け
れ
ざ
も
、
何
だ
か
彼
等

が
溶
し
た
太
陽
の
光
は
黒
歩
ん
で
る
や
う
に
見
え
、
彼
等

の
心
境
は
同
味
が
な
い
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。

仰
典
に
頴
は
る

〉
振
旦
の
語
に
就
い
て

ω

古
来
我
邦
の
仰
敬
者
特
に
悉
曇
皐
者
は
、
支
那
国
土
を

販
は
す
に
振
旦
の
語
を
用
ひ
て
居
る
噌
』
さ
は
人
の
能
く
知

る
所
で
あ
る
。
何
時
頃
か
ら
此
語
が
我
邦
に
輸
入
せ
ら
れ

た
か
は
明
ち
か
に
測
ら
ぬ
が
、

平
安
朝
じ
至
る
迄
の
我
邦

文
事
博
士

松

本

文

wuμ 
白
目
白

の
皐
者
は
専
ら
唐
ぜ
か
大
唐
さ
か
稽
し
て
、
未
だ
振
旦
の

語
を
用
ゐ
て
居
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
が
弘
法
大
師
は
一
方

に
は
大
唐
の
語
も
屡
I
之
を
用
ゐ
て
居
る
が
、
他
方
に
は

又
振
旦
の
宇
を
以
て
之
診
頴
は
す
、
例
之
へ
ば
「
発
宇
悉

曇
字
母
並
稗
義
」
又
「
摩
騰
庄
一
蘭
等
以
此
発
文
、
来
停
振
旦




